
三 浦 市 墓 地 等 の 経 営 の 許 可 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 墓 地 、 埋 葬 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律

第 ４ ８ 号 ） 及 び 三 浦 市 墓 地 等 の 経 営 の 許 可 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成

２ ４ 年 三 浦 市 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 許 可 の 基 準 ）  

第 ２ 条  条 例 別 表 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す

る 。  

⑴  条 例 別 表 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 墓 地

等 の 設 置 場 所 の 土 地 の 所 有 者 が 、 経 営 許 可 又 は 墓 地 等 の 変 更 の

許 可 を 受 け よ う と す る 者 の た め 、 当 該 土 地 （ 当 該 許 可 を 受 け よ

う と す る 墓 地 の 墳 墓 を 設 け る 区 域 （ 納 骨 堂 及 び 火 葬 場 に あ っ て

は 当 該 建 物 の 敷 地 ） を 除 く 。 ） に 墓 地 等 の 用 に 供 す る 目 的 の 地

上 権 を 設 定 す る 場 合 と す る 。  

⑵  条 例 別 表 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 距 離 は 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

ア  焼 骨 を 埋 蔵 す る 墓 地 及 び 納 骨 堂  そ の 境 界 線 と 次 に 掲 げ る

施 設 等 と の 水 平 投 影 面 に お け る 最 短 の 距 離 が １ １ ０ メ ー ト ル  

( ｱ )  学 校 教 育 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す

る 学 校  

( ｲ )  医 療 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 ２ ０ ５ 号 ） 第 １ 条 の ５ 第 １ 項  

及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 病 院 及 び 診 療 所 （ 患 者 を 入 院 さ せ る

た め の 施 設 を 有 す る も の に 限 る 。 ）  

( ｳ )  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項  

に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設  

( ｴ )  介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ８ 条 第 ２ ８ 項  

に 規 定 す る 介 護 老 人 保 健 施 設  

( ｵ )  老 人 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ３ ３ 号 ） 第 ５ 条 の ３ に  

規 定 す る 老 人 福 祉 施 設  



イ  埋 葬 を 行 う 墓 地  そ の 境 界 線 と 人 が 現 に 居 住 し 、 又 は 使 用

し て い る 建 物 と の 水 平 投 影 面 に お け る 最 短 の 距 離 が １ １ ０ メ

ー ト ル  

ウ  火 葬 場  そ の 境 界 線 と 人 が 現 に 居 住 し 、 又 は 使 用 し て い る

建 物 と の 水 平 投 影 面 に お け る 最 短 の 距 離 が ３ ０ ０ メ ー ト ル  

⑶  条 例 別 表 第 ３ 項 第 ５ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 緑 地 面 積 の 数

値 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り

と す る 。  

ア  市 街 化 調 整 区 域 （ 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０

号 ） 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 街 化 調 整 区 域 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） に お け る 敷 地 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上

で あ る も の  敷 地 面 積 の １ ０ ０ 分 の ３ ５ 以 上 （ 工 事 着 手 前 の

敷 地 の ２ 分 の １ 以 上 が 樹 木 の 樹 冠 で 被 わ れ て い る 場 合 は 、 敷

地 面 積 の １ ０ ０ 分 の ４ ０ 以 上 ）  

イ  市 街 化 区 域 （ 都 市 計 画 法 第 ７ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 街 化 区

域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に あ る も の 又 は 市 街 化 調 整 区 域 に お

け る 敷 地 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る も の  

敷 地 面 積 の １ ０ ０ 分 の １ ５ 以 上  

⑷  条 例 別 表 第 ５ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 緑 地 面 積 の 数

値 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り

と す る 。  

ア  市 街 化 調 整 区 域 に お け る 敷 地 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ

ー ト ル 以 上 で あ る も の  敷 地 面 積 の １ ０ ０ 分 の ２ ５ 以 上  

イ  市 街 化 区 域 に あ る も の 又 は 市 街 化 調 整 区 域 に お け る 敷 地 の

面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 で あ る も の  敷 地 面 積

の １ ０ ０ 分 の ２ ０ 以 上  

（ 事 前 協 議 の 手 続 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 墓 地 等

経 営 計 画 協 議 書 （ 第 １ 号 様 式 ） と す る 。  

２  前 項 の 協 議 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。



た だ し 、 市 長 が 特 に 認 め る と き は 、 一 部 の 書 類 の 添 付 を 省 略 す る

こ と が で き る 。  

⑴  墓 地 等 の 敷 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑵  墓 地 等 の 設 計 図  

 ⑶  墓 地 等 の 付 近 の 見 取 図  

 ⑷  墓 地 等 を 経 営 し よ う と す る 理 由 を 記 載 し た 書 類  

 ⑸  墓 地 等 の 敷 地 及 び 隣 接 地 に 係 る 公 図 の 写 し  

 ⑹  墓 地 等 を 経 営 し よ う と す る 者 が 宗 教 法 人 又 は 公 益 社 団 法 人 若

し く は 公 益 財 団 法 人 （ 以 下 「 公 益 法 人 」 と い う 。 ） で あ る 場 合

に は 、 当 該 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

 ⑺  墓 地 等 を 経 営 し よ う と す る 者 が 宗 教 法 人 で あ る 場 合 に は 、 宗

教 法 人 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ２ ６ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 当 該 法 人 の 規 則  

 ⑻  墓 地 等 を 経 営 し よ う と す る 者 が 公 益 法 人 で あ る 場 合 に は 、 当

該 法 人 の 定 款  

 ⑼  次 に 掲 げ る 期 間 に 係 る 経 営 計 画 の 収 支 見 込 書 及 び 資 金 計 画 書  

  ア  墓 地 に あ っ て は 、 墓 地 等 経 営 計 画 協 議 書 の 提 出 の 日 の 属 す

る 年 度 か ら １ ０ 年 間  

  イ  納 骨 堂 及 び 火 葬 場 に あ っ て は 、 墓 地 等 経 営 計 画 協 議 書 の 提

出 の 日 の 属 す る 年 度 か ら ５ 年 間  

⑽  墓 地 等 に 係 る 駐 車 場 そ の 他 の 便 益 施 設 を 墓 地 等 の 敷 地 外 に 整

備 す る 場 合 に は 、 当 該 施 設 の 設 計 図 及 び 付 近 の 見 取 図  

 ⑾  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 経 営 計 画 の 周 知 ）  

第 ４ 条  条 例 第 ５ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 日 は 、 次 に 掲 げ る 日 と

す る 。  

 ⑴  条 例 第 ５ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 標 識 の 設 置 に あ っ て は 、 経 営 許

可 の 申 請 を 予 定 す る 日 （ 以 下 「 申 請 予 定 日 」 と い う 。 ） の ９ ０

日 前 の 日  

 ⑵  条 例 第 ５ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 説 明 会 の 開 催 に あ っ て は 、 申 請



予 定 日 の ６ ０ 日 前 の 日  

２  条 例 第 ５ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 経 営 計 画 の 概 要 を 記 載 し た 標 識 は 、

第 ２ 号 様 式 と す る 。  

３  条 例 第 ５ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 近 隣 住 民 等 は 、 墓 地 等 の 境 界 線 か

ら 水 平 投 影 面 に お け る 最 短 の 距 離 で １ １ ０ メ ー ト ル （ 火 葬 場 に あ

っ て は 、 ３ ０ ０ メ ー ト ル ） 以 内 の 土 地 の 所 有 者 並 び に 人 が 現 に 居

住 し 、 又 は 使 用 し て い る 建 物 の 住 民 及 び 当 該 建 物 の 所 有 者 又 は そ

の 管 理 責 任 者 と す る 。  

４  条 例 第 ５ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る

と お り と す る 。  

⑴  開 催 日 時  

 ⑵  開 催 場 所  

 ⑶  実 施 者 側 の 出 席 者 の 氏 名 及 び 役 職 名  

 ⑷  近 隣 住 民 等 の 出 席 者 数  

 ⑸  説 明 項 目 及 び そ の 内 容  

 ⑹  近 隣 住 民 等 の 意 見  

 ⑺  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

５  条 例 第 ５ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 報 告 は 、 説 明 会 開 催 状 況 報 告 書

（ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 近 隣 住 民 等 と の 協 議 ）  

第 ５ 条  条 例 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 日 は 、 申 請 予 定

日 の ３ ０ 日 前 の 日 と す る 。  

２  条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 報 告 は 、 近 隣 住 民 等 と の 協 議 報 告

書 （ 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 経 営 許 可 の 申 請 ）  

第 ６ 条  条 例 第 ８ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 墓 地 等 経 営 許

可 申 請 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） と す る 。  

２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 市 長 が 特 に 認 め る と き は 、 一 部 の 書 類 の 添 付 を 省 略 す る

こ と が で き る 。  



⑴  宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 意 思 決 定 機 関 に お い て 墓 地 等 の 経 営

を 行 う こ と を 決 定 し た と き の 議 事 録 の 写 し  

 ⑵  第 ３ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 １ ０ 号 ま で に 掲 げ る 書 類 （ 経 営 許

可 を 受 け よ う と す る 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に あ っ て は 、

同 項 第 ９ 号 に 掲 げ る 書 類 を 除 く 。 ）  

 ⑶  墓 地 等 の 経 営 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 又 は

第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の 承 認 が 必 要 な

宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

 ⑷  条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 報 告 が 行 わ れ て い な い 場 合 に は 、

前 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 近 隣 住 民 等 と の 協 議 報 告 書  

 ⑸  次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 書 類  

  ア  墓 地 等 の 設 置 場 所 が 、 抵 当 権 の 設 定 等 が な さ れ て い な い 土

地 で あ っ て 、 経 営 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 当 該 経 営 許 可 の

日 か ら 所 有 権 を 取 得 す る 予 定 の も の で あ る 場 合  所 有 権 の 移

転 が 行 わ れ る こ と を 証 す る 書 類  

  イ  墓 地 等 の 設 置 場 所 が 、 当 該 経 営 許 可 を 受 け よ う と す る 者 の

所 有 す る 土 地 で あ っ て 、 当 該 土 地 に 設 定 さ れ て い る 抵 当 権 の

登 記 が 、 当 該 経 営 許 可 の 日 か ら 抹 消 さ れ る 予 定 の も の で あ る

場 合  抵 当 権 の 登 記 が 抹 消 さ れ る こ と を 証 す る 書 類  

ウ  第 ２ 条 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 し て 条 例 別 表 第 ２ 項 第 １ 号 た だ

し 書 の 適 用 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 墓 地 等 の 設 置 場

所 の 所 有 者 が 、 経 営 許 可 を 受 け よ う と す る 者 の た め 、 墓 地 等

の 用 に 供 す る 目 的 の 地 上 権 を 設 定 す る 予 定 の 者 で あ る と き  

墓 地 等 の 設 置 場 所 の 土 地 の 所 有 者 が 、 経 営 許 可 を 受 け よ う と

す る 者 の た め 、 墓 地 等 の 用 に 供 す る 目 的 の 地 上 権 を 設 定 す る

こ と を 証 す る 書 類  

⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 変 更 の 許 可 の 申 請 ）  

第 ７ 条  条 例 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 数 は 、 経 営 許 可 を 受

け て い る 区 域 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 未 満 の 墓 地 に あ



っ て は 、 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き に 現 に 存 す る 墳 墓 の 区

画 数 に １ ０ ０ 分 の ３ ０ を 乗 じ て 得 た 数 と し 、 経 営 許 可 を 受 け て い

る 区 域 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 墓 地 に あ っ て は 、

変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る と き に 現 に 存 す る 墳 墓 の 区 画 数 に １

０ ０ 分 の １ ５ を 乗 じ て 得 た 数 と す る 。  

２  条 例 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 墓 地 等 の 変 更 に

あ っ て は 墓 地 等 変 更 許 可 申 請 書 （ 第 ６ 号 様 式 ） と し 、 墓 地 等 の 廃

止 に あ っ て は 墓 地 等 廃 止 許 可 申 請 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） と す る 。  

３  前 項 に 定 め る 書 類 の う ち 、 墓 地 等 変 更 許 可 申 請 書 に は 第 １ 号 か

ら 第 １ １ 号 ま で （ 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 地 方 公 共 団 体

で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ ０ 号 を 除 く 。 ） 、 第 １ ３ 号 及 び 第 １

４ 号 に 掲 げ る 書 類 を 、 墓 地 等 廃 止 許 可 申 請 書 に は 第 １ 号 、 第 ２ 号 、

第 ４ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 、 第 １ １ 号 、 第 １ ２ 号 及 び 第 １ ４ 号 に 掲 げ

る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 意 思 決 定 機 関 に お い て 墓 地 等 の 変 更

又 は 廃 止 を 行 う こ と を 決 定 し た と き の 議 事 録 の 写 し  

 ⑵  墓 地 等 の 敷 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

 ⑶  変 更 に 係 る 墓 地 等 の 設 計 図  

 ⑷  墓 地 等 の 付 近 の 見 取 図  

 ⑸  墓 地 等 を 変 更 又 は 廃 止 し よ う と す る 理 由 を 記 載 し た 書 類  

 ⑹  墓 地 等 の 敷 地 及 び そ の 隣 接 地 の 公 図 の 写 し  

 ⑺  宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

 ⑻  許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 宗 教 法 人 で あ る 場 合 に は 、 宗 教 法

人 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 当 該 法 人 の 規 則  

 ⑼  許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 公 益 法 人 で あ る 場 合 に は 、 当 該 法

人 の 定 款  

 ⑽  次 に 掲 げ る 期 間 に 係 る 経 営 計 画 の 収 支 見 込 書 及 び 資 金 計 画 書  

ア  墓 地 に あ っ て は 、 墓 地 等 変 更 許 可 申 請 書 の 提 出 の 日 の 属 す

る 年 度 か ら １ ０ 年 間  

イ  納 骨 堂 及 び 火 葬 場 に あ っ て は 、 墓 地 等 変 更 許 可 申 請 書 の 提



出 の 日 の 属 す る 年 度 か ら ５ 年 間  

⑾  墓 地 等 の 経 営 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 又 は

第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の 承 認 が 必 要 な

宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

 ⑿  改 葬 の 内 容 を 明 ら か に し た 書 類 又 は 埋 葬 及 び 埋 蔵 の な い 事 実

を 証 明 す る 書 類  

 ⒀  次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 書 類  

ア  墓 地 等 の 設 置 場 所 が 、 抵 当 権 の 設 定 等 が な さ れ て い な い 土

地 で あ っ て 、 墓 地 等 の 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 が 当 該

墓 地 等 の 変 更 の 許 可 の 日 か ら 所 有 権 を 取 得 す る 予 定 の も の で

あ る 場 合  所 有 権 の 移 転 が 行 わ れ る こ と を 証 す る 書 類  

イ  墓 地 等 の 設 置 場 所 が 、 当 該 墓 地 等 の 変 更 の 許 可 を 受 け よ う

と す る 者 の 所 有 す る 土 地 で あ っ て 、 当 該 土 地 に 設 定 さ れ て い

る 抵 当 権 の 登 記 が 、 当 該 墓 地 等 の 変 更 の 許 可 の 日 か ら 抹 消 さ

れ る 予 定 の も の で あ る 場 合  抵 当 権 の 登 記 が 抹 消 さ れ る こ と

を 証 す る 書 類  

ウ  第 ２ 条 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 し て 条 例 別 表 第 ２ 項 第 １ 号 た だ

し 書 の 適 用 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 墓 地 等 の 設 置 場

所 の 所 有 者 が 、 墓 地 等 の 変 更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 の た

め 、 墓 地 等 の 用 に 供 す る 目 的 の 地 上 権 を 設 定 す る 予 定 の 者 で

あ る と き  墓 地 等 の 変 更 場 所 の 土 地 の 所 有 者 が 、 墓 地 等 の 変

更 の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 の た め 、 墓 地 等 の 用 に 供 す る 目

的 の 地 上 権 を 設 定 す る こ と を 証 す る 書 類  

 ⒁  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 墓 地 等 の 変 更 に 係 る 条 例 の 規 定 の 準 用 ）  

第 ８ 条  条 例 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 規 模 は 、 次 の

と お り と す る 。  

⑴  経 営 許 可 を 受 け て い る 区 域 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト

ル 未 満 の 墓 地 に あ っ て は 当 該 面 積 に １ ０ ０ 分 の ３ ０ を 乗 じ て 得

た 面 積 、 経 営 許 可 を 受 け て い る 区 域 の 面 積 が １ ０ ， ０ ０ ０ 平 方



メ ー ト ル 以 上 の 墓 地 に あ っ て は 当 該 面 積 に １ ０ ０ 分 の １ ５ を 乗

じ て 得 た 面 積  

 ⑵  納 骨 堂 及 び 火 葬 場 に あ っ て は 、 経 営 許 可 を 受 け て い る 施 設 又

は 敷 地 の 面 積 に １ ０ ０ 分 の ５ ０ を 乗 じ て 得 た 面 積  

（ 申 請 事 項 変 更 届 ）  

第 ９ 条  条 例 第 １ ４ 条 に 規 定 す る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 の 変 更 が

あ っ た 場 合 に お い て 行 う も の と す る 。  

 ⑴  墓 地 等 の 構 造 設 備 （ 変 更 の 許 可 に 係 る 事 項 の 変 更 を 除 く 。 ）  

 ⑵  墓 地 等 の 経 営 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 又 は 主 た る 事 務 所 の 所

在 地  

 ⑶  墓 地 等 の 名 称 又 は 所 在 地  

 ⑷  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

２  前 項 に よ る 届 出 は 、 墓 地 等 申 請 事 項 変 更 届 （ 第 ８ 号 様 式 ） に 次

に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と

す る 。  

 ⑴  宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 意 思 決 定 機 関 に お い て 、 墓 地 等 の 申

請 事 項 の 変 更 を 行 う こ と を 決 定 し た と き の 議 事 録 の 写 し  

⑵  墓 地 等 の 申 請 事 項 の 変 更 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の 承

認 が 必 要 な 宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

 ⑶  墓 地 等 の 構 造 設 備 の 変 更 に あ っ て は 、 施 設 の 設 計 図  

 ⑷  墓 地 等 の 経 営 者 の 名 称 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 の 変 更 に あ

っ て は 、 宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

 ⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 都 市 計 画 事 業 等 に よ る 墓 地 等 の 新 設 等 の 届 出 ）  

第 １ ０ 条  条 例 第 １ ５ 条 に よ る 届 出 は 、 墓 地 （ 火 葬 場 ） 新 設 （ 変

更 ・ 廃 止 ） 届 （ 第 ９ 号 様 式 ） に 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、

当 該 各 号 に 定 め る 書 類 （ 許 可 が あ っ た も の と み な さ れ る 者 が 地 方

公 共 団 体 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 １ 号 キ に 掲 げ る 書 類 を 除

く 。 ） を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  



⑴  墓 地 又 は 火 葬 場 の 新 設 に 係 る 経 営 の 許 可 が あ っ た も の と み な

さ れ た 場 合  

ア  墓 地 又 は 火 葬 場 の 敷 地 の 登 記 事 項 証 明 書  

イ  墓 地 又 は 火 葬 場 の 設 計 図  

ウ  墓 地 又 は 火 葬 場 の 付 近 の 見 取 図  

エ  墓 地 又 は 火 葬 場 の 敷 地 及 び 隣 接 地 の 公 図 の 写 し  

  オ  宗 教 法 人 又 は 公 益 法 人 の 登 記 事 項 証 明 書  

カ  宗 教 法 人 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 宗 教 法 人 の 規 則 又 は

公 益 法 人 の 定 款  

キ  次 に 掲 げ る 期 間 に 係 る 経 営 計 画 の 収 支 見 込 書 及 び 資 金 計 画                

書  

( ｱ )  墓 地 に あ っ て は 、 許 可 が あ っ た も の と み な さ れ た 日 の 属

す る 年 度 か ら １ ０ 年 間  

   ( ｲ )  納 骨 堂 及 び 火 葬 場 に あ っ て は 、 許 可 が あ っ た も の と み な

さ れ た 日 の 属 す る 年 度 か ら ５ 年 間  

  ク  墓 地 又 は 火 葬 場 の 経 営 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の

承 認 が 必 要 な 宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

  ケ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

⑵  墓 地 又 は 火 葬 場 の 変 更 の 許 可 が あ っ た も の と み な さ れ た 場 合  

ア  前 号 ア 及 び ウ か ら キ ま で に 掲 げ る 書 類  

イ  変 更 に 係 る 墓 地 又 は 火 葬 場 の 設 計 図  

ウ  墓 地 又 は 火 葬 場 の 変 更 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の

承 認 が 必 要 な 宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

エ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

 ⑶  墓 地 又 は 火 葬 場 の 廃 止 の 許 可 が あ っ た も の と み な さ れ た 場 合  

  ア  第 １ 号 ア 及 び ウ か ら オ ま で に 掲 げ る 書 類  

イ  墓 地 又 は 火 葬 場 の 廃 止 に 当 た り 、 宗 教 法 人 法 第 ５ 条 第 ２ 項

第 ２ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定 す る 宗 教 法 人 を 包 括 す る 宗 教 法 人 の



承 認 が 必 要 な 宗 教 法 人 に あ っ て は 、 承 認 書 の 写 し  

ウ  改 葬 の 内 容 を 明 ら か に し た 書 類 又 は 埋 葬 及 び 埋 蔵 の な い 事

実 を 証 明 す る 書 類  

エ  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 工 事 完 了 届 ）  

第 １ １ 条  条 例 第 １ ６ 条 に 規 定 す る 届 出 は 、 墓 地 等 工 事 完 了 届 （ 第

１ ０ 号 様 式 ） に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 、 市 長 に 提 出 す る こ

と に よ り 行 う も の と す る 。  

 ⑴  工 事 完 了 後 の 墓 地 等 の 土 地 及 び 建 物 の 登 記 事 項 証 明 書  

⑵  工 事 完 了 後 の 墓 地 等 の 写 真  

 ⑶  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 工 事 完 了 検 査 済 証 ）  

第 １ ２ 条  条 例 第 １ ７ 条 に 規 定 す る 工 事 完 了 の 検 査 に 係 る 証 書 は 、

工 事 完 了 検 査 済 証 （ 第 １ １ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

（ 地 位 承 継 の 届 出 ）  

第 １ ３ 条  条 例 第 １ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 届 出 は 、 地 位 承 継 届 （ 第

１ ２ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 身 分 証 明 書 ）  

第 １ ４ 条  条 例 第 ２ １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 証 明 書 は 、 環 境 衛 生 監 視

員 証 を 定 め る 省 令 （ 昭 和 ５ ２ 年 厚 生 省 令 第 １ 号 ） 別 記 様 式 に 規 定

す る 環 境 衛 生 監 視 員 証 と す る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 3 1 日 三 浦 市 規 則 第 ５ 号 ）  

こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


